
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に
す
る
た
め
に

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

12
月
３
日
〜
９
日
は
障
害
者
週
間
で
す

障
が
い
の
あ
る
人
は
町
内

に
ど
れ
く
ら
い
い
る
？

　

町
内
に
は
、身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
が
約

１
8
0
0
人
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
町
の
人
口
の
約
6
・5

パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
し
ま
す（
平

成
28
年
９
月
末
時
点
）。

　

こ
の
ほ
か
に
、発
達
障
が
い
や

難
病
な
ど
に
よ
り
、手
帳
を
持
っ

て
い
な
く
て
も
何
ら
か
の「
生
き

づ
ら
さ
」を
抱
え
て
生
活
し
て
る

人
が
い
ま
す
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
の
た
め
の

マ
ー
ク
は
、障
が
い
の
あ
る
人
に

配
慮
し
た
施
設
で
あ
る
こ
と
や
、

外
見
か
ら
は
分
か
り
に
く
い
障
が

い
の
あ
る
こ
と
な
ど
、障
が
い
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
伝
え

る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
、店
舗
や
施
設
、公
共

交
通
機
関
、車
、信
号
機
、所
持
品

な
ど
に
付
け
ら
れ
、普
段
わ
た
し

た
ち
が
目
に
す
る
機
会
が
あ
る
も

の
ば
か
り
で
す
。

　

し
か
し
、障
が
い
の
あ
る
人
、そ

の
家
族
や
友
人
な
ど
を
除
く
と
、

見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
や
、

見
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
の
意
味

は
分
か
ら
な
い
と
い
う
人
が
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

社
会
の
障
が
い
に
対
す
る
理
解

が
十
分
で
な
い
た
め
に
、障
が
い

の
あ
る
人
た
ち
は
日
常
生
活
の
中

で
、不
自
由
な
思
い
を
し
た
り
、差

別
や
偏
見
に
さ
ら
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
る
の
が
実
情
で
す
。

　

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に

す
る
た
め
、マ
ー
ク
の
意
味
を
知

り
、こ
れ
ら
の
マ
ー
ク
を
見
掛
け

た
ら
必
要
な
配
慮
が
で
き
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

障
が
い
の
あ
る
人
に

対
す
る
差
別
と
は

　

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、

お
互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し

合
い
な
が
ら
共
に
生
き
る
社
会
を

目
指
し
、平
成
28
年
４
月
に
施
行

さ
れ
た「
障
害
者
差
別
解
消
法
」で

は
、不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
を

す
る
こ
と
、合
理
的
配
慮
を
し
な

い
こ
と
が
差
別
だ
と
し
て
い
ま
す
。

　

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
と
は
、

障
が
い
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け

で
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
入
れ
な
い
、

ア
パ
ー
ト
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
、

車
い
す
だ
か
ら
店
に
入
れ
な
い
こ

と
な
ど
で
す
。こ
れ
ら
は
、障
が
い

の
な
い
人
と
は
違
う
扱
い
を
受
け

て
い
る
の
で
、不
当
な
差
別
的
取

り
扱
い
と
い
え
ま
す
。

　

合
理
的
配
慮
を
し
な
い
こ
と
と

は
、聴
覚
障
が
い
の
あ
る
人
に
声

だ
け
で
話
す
、視
覚
障
が
い
の
あ

る
人
に
書
類
を
渡
す
だ
け
で
読
み

上
げ
な
い
、知
的
障
が
い
の
あ
る

人
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
な
い

こ
と
な
ど
で
す
。こ
れ
ら
は
、障
が

い
の
な
い
人
に
は
き
ち
ん
と
情
報

を
伝
え
て
い
る
の
に
、障
が
い
の

あ
る
人
に
は
情
報
を
伝
え
て
い
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
が
困
っ
て
い

る
と
き
に
、そ
の
人
に
あ
っ
た
工

夫
や
や
り
方
を
相
手
に
伝
え
て
、

そ
れ
を
相
手
に
し
て
も
ら
う
こ
と

を
合
理
的
配
慮
と
い
い
ま
す
。

で
き
る
こ
と
か
ら

始
め
よ
う

　

障
が
い
が
あ
る
人
が
困
っ
て
い

る
と
き
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
か

わ
か
ら
な
い
」、「
私
に
は
で
き
な

い
か
も
し
れ
な
い
」と
た
め
ら
う

場
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

専
門
的
な
知
識
や
経
験
が
な
く
て

も
簡
単
な
援
助
を
す
る
こ
と
は
で

き
ま
す
。

　

困
っ
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
で

き
な
い
と
き
で
も
、勇
気
を
出
し

て「
何
か
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う

か
？
」と
声
を
掛
け
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　

障
が
い
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
、

サ
ポ
ー
ト
の
方
法
も
状
況
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、一
人
ひ
と

り
の
声
に
耳
を
か
た
む
け
、「
そ
の

人
」を
知
る
こ
と
。そ
れ
が
差
別
を

な
く
す
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

近
年
、障
が
い
の
あ
る
人
の
生
活
を
社
会
や
地
域
で
支
え
て
い
こ
う
と

い
う
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
一
方
、障
が
い
に
関
す
る
理
解
が
十

分
で
な
い
こ
と
か
ら
、障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
が
存

在
す
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

障
が
い
や
、障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

障がいのこと、日常生活で気掛かりなこと、障害を理由とし
た差別、つらい思いや悩みなど、何でも相談してください。
また、障がいのある人への虐待に気付いた人は、町の担当窓

口に通報することが義務付けられています。虐待に気付い
たらすぐに連絡をしてください。

福祉課障がい福祉係（☎ 54-6612）

視覚障がいのある人
「あちら」「これ」などの指示語では
「どこか」「何か」が分かりません。

場所は「30cm右」「２歩前」、物は
「たばこの箱くらいの大きさ」など、

具体的に説明しましょう。また、誘
導を頼まれたときは服をつかんで
もらい、半歩先を歩きます。

聴覚・言語障がいのある人
聴覚障がいのある方との会話には、
手話、指文字、筆談、口

こ う わ

話、読
ど く わ

話や身振
り手振り、図・イラストを使うなどの
工夫をします。
人によってコミュニケーション方法
が異なるので、どのような方法が良
いか、本人の意向を確認します。

車イスの人
段差や狭い通路で困っていたら、
声を掛けて手伝います。
また、車いすの方と話をするとき
は立ったままだと威圧的な印象に
受け取られてしまいます。できる
だけ同じ目線で会話をするよう心
掛けましょう。

同じことを繰り返し尋ねたり、理解
するのに時間がかかったりする方も
いるため、簡単なメモを渡したり、図
やイラストで伝えるなどの工夫をし
ましょう。

知的障がい・
精神障がいのある人

まちで目にするマークの意味を知っていますか？

障がいのある人が利用でき
る建物・施設であることを明
確に表すマークです。

障害者のための
国際シンボルマーク

身体障害者補助犬の同
伴 を 啓 発 す る た め の
マークです。

ほじょ犬マーク

聞こえが不自由なこと
を表すマークです。

耳マーク肢体不自由であることを理
由に免許に条件を付けられ
ている人が運転する車に表
示するマークです。

身体障害者標識

人工肛門・人工ぼうこ
うを 造 設 し て い る 
人（オストメイト）のた
めの設備があることを
表すマークです。

オストメイトマーク

聴覚障がいであることを理
由に免許に条件を付けられ
ている人が運転する車に表
示するマークです。

聴覚障害者標識

身体内部（心臓・腎臓な
ど）に障がいのあるこ
とを表すマークです。

ハート・プラスマーク
視覚障がいのある人の安全
やバリアフリーに考慮され
た建物・設備・機器などに付
けられているマークです。

盲人のための
国際シンボルマーク

障がいを理解し、一人ひとりに合ったサポートを

障がいに関すること、何でも相談してください
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INFORMATION

明野ヶ丘・白銀台スキー場からのご案内
◆スキー場営業期間（予定）
　12月20日㊋～平成29年３月15日㊌
※積雪状況により変動します。オープン・クローズ日、営業

時間、休業日などの詳細は町ホームページでご確認くだ
さい（トップページ＞特別なお知らせ）。

◆スキー場リフトの無料パス・割引
町内在住の中学生以下の子どもを対象に、両スキー場で
利用できるリフトの無料パスを交付します。
また、19歳のリフト券が無料になる「雪マジ！19」、20歳
のリフト券が半額になる「雪マジ！20」キャンペーンに
参加しています（㈱リクルートライフスタイル主催）。

【小学生未満】
各スキー場のリフト券販売窓口で、申請書の提出と合わ
せて年齢と住所が確認できる書類（保険証など）を提示し
てください。

【小・中学生】　各学校を通じて無料パスを交付します。
【19歳・20歳】

19歳…1997年４月２日～1998年４月１日生まれの方
20歳…1996年４月２日～1997年４月１日生まれの方
スマートフォンアプリ「マジ☆部」をダウンロードし、会
員登録をした後、「雪マジ！19」または「雪マジ！20」に参
加登録してください。リフト券売り場でアプリ内のクー
ポン画面と写真付き身分証明書（生年月日が確認できる
もの）を一緒に提示してください。詳細は「マジ☆部」の
ホームページでご確認ください。
▶マジ☆部ホームページ　https://majibu.jp/

・ 商工観光課観光係（☎ 54-6606）、地域振興課地域振
興係（☎ ８-2111）

自宅や店舗、事務所などの雪を道路に捨てる行為は
「道路交通法第76条３項」、「道路法第43条２号」に違

反し、懲役や罰金に処せられる犯罪です。交通妨害と
なるような道路への雪出しを見かけたら、警察に通報
または土木課管理係（54-6622）に連絡してください。

除
雪
作
業
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

皆
さ
ん
が
利
用
す
る
道
路
を
少
し
で
も
早
く
除
雪
す
る

た
め
、民
間
の
除
雪
車
両
を
借
り
上
げ
て
除
雪
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。除
雪
作
業
を
素
早
く
安
全
に
行
う 

た
め
、

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

除
雪
車
が
来
る
の
が
遅
い

▼
一
台
の
除
雪
車
が
除
雪
を
完
了

す
る
ま
で
に
６
～
８
時
間
程
度

の
時
間
を
要
す
る
た
め
、地
域
に

よ
っ
て
は
除
雪
が
遅
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

除
雪
車
の
出
動
基
準
は
？

▼
町
道
の
場
合

①
積
雪
が
10
ｃ
ｍ
を
超
え
、さ
ら

に
降
雪
が
見
込
ま
れ
る
場
合
。

（
車
道
の
除
雪
と
合
わ
せ
て
主
要

通
学
路
な
ど
の
歩
道
や
コ
ミ
セ
ン
、

学
校
な
ど
の
除
雪
を
一
斉
に
行
い

ま
す
）

②
交
通
事
故
や
交
通
障
害
が
発
生

す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
。

③
強
風
な
ど
で
路
面
の
吹
き
だ
ま

り
が
著
し
い
場
合　
な
ど
。

（
夜
間
に
降
っ
た
雪
は
通
勤
・
通
学

に
支
障
の
な
い
よ
う
、午
前
７
時

頃
ま
で
に
は
完
了
す
る
体
制
と
し

て
い
ま
す
）

家
の
前
に
雪
を

置
か
な
い
で
ほ
し
い

▼
除
雪
は
道
路
の
雪
を
両
側
に
か

き
分
け
て
行
う
た
め
、道
路
の
両

側
に
は
ど
う
し
て
も
寄
せ
雪
が

残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。各
住
宅
の

出
入
口
付
近
の
除
雪
は
各
家
庭
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
。ど
う
か
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

屋
根
か
ら
の
落
雪
を
除
雪

し
て
ほ
し
い

▼
路
上
へ
の
落
雪
は
、各
家
庭
で

処
理
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

1路上駐車をしないでください
2道路に障害物を置かないでください
3車道へ雪を捨てないでください
4除雪車には近付かないでください

5深夜や早朝の除雪作業にご理解ください
6屋根の雪、つららの撤去にご協力ください
7車道のセンターラインを越えた除雪作業に

注意してください

幕別・札内地域
【町道】土木課管理係（☎ 54-6622）
【道道】十勝総合振興局帯広建設管理部（☎0155-27-8727）
【国道】帯広開発建設部帯広道路事務所（☎0155-25-1250）

忠類地域
【町道】忠類総合支所経済建設課（☎ ８-2111）
【道道】十勝総合振興局帯広建設管理部大樹出張所

　　　（☎01558-6-3141）
【国道】帯広開発建設部広尾道路事務所（☎01558-2-3148）

【幕別地区】
幕別町浄化センター東側

【札内地区】
稲志別近隣センター南側

【忠類地区】
忠類浄化センター北側

雪捨て場のご案内 除雪に関するよくある質問・ご意見

除雪に関するお願い除雪に関する問い合わせ先

道路への
雪捨ては
犯罪です

叙勲の受章おめでとうございます
11月３日㊍に秋の叙勲が内閣府から発表され、瑞

ずいほうしょう

宝章受章の栄誉を受けた澤口猪吉さんと佐藤博志さんをご紹介します。

澤口  猪吉さん（81歳）

瑞宝双光章
（行政相談功労）

平成９年４月に行政相談委員を
委嘱され、釧路行政相談委員協議
会の副会長を歴任するなど、相談
活動を通じて地域住民から尊敬
と信頼を寄せられました。
澤口さんは「相談者は私の先生で
あり、自己研鑚の機会が与えられ
た」と授章の感想を話していまし
た。11月９日㊌に東京都で開催さ
れた勲章伝達式で、瑞宝双光章受
章の行政相談委員13名を代表し
て勲章を受け取りました。忠類栄町在住

昭和48年９月に忠類消防団へ入
団以来、忠類消防団長、幕別消防
団忠類分団長、幕別消防団の副団
長を歴任し、平成27年３月に退団
されるまでの42年間、消防活動に
尽力されました。また、野球少年
団の監督を20年以上務めるなど、
地域貢献にも寄与されました。
佐藤さんは、これまでの活動を振
り返り「消防団で様々な方と交流
できたことが一番の財産」と話し
ていました。

佐藤  博志さん（72歳）

瑞宝双光章
（消防功労）

忠類錦町在住

※瑞
ずいほうしょう

宝章…国家または公共に対し功労があり、公務等に長年従事した方に授与される勲章。瑞宝双光章は瑞宝章6つのうち5番目に位置する。
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全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
は
、

児
童
生
徒
の
学
力
や
学
習
状
況
を

把
握
・
分
析
し
、教
育
施
策
の
成
果

と
課
題
の
検
証
・
改
善
、ま
た
学
校

に
お
け
る
児
童
生
徒
へ
の
教
育
指

導
の
充
実
や
学
習
状
況
の
改
善
等

に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
に
、小

学
校
６
年
生
と
中
学
校
３
年
生
を

対
象
に
毎
年
、実
施
さ
れ
て
い
る

も
の
で
す
。

　

今
年
度
は
、４
月
19
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９
９
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今
月
号
で
は
、調
査
結
果
の
概

要
に
つ
い
て
公
表
し
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
で
は
、こ
の
調
査

結
果
を
活
用
し
、児
童
生
徒
一
人

一
人
が
確
か
な
学
力
を
身
に
付
け

ら
れ
る
よ
う
、今
後
も
取
り
組
み

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

教
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課
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☎

54・２
０
０
６
）

◆教科に関する調査結果（国語／算数・数学）
小６ 中３

全体的な
傾向

国語Ａ、算数Ａと算数Ｂ
が全道平均を上回ったも
のの、すべての教科で全
国平均を下回っている。

国語Ａと数学Ａが全国及び
全道平均を上回ったものの、
国語Ｂと数学Ｂは、全国・全
道平均を下回っている。

理解している・身についている内容
教科 小６ 中３

国語
漢字を正しく読むこと
目的や意図に応じて、書
く事柄を整理すること

辞書を活用し、漢字が表して
いる意味を正しく捉えること
漢字を正しく読むこと

算数
数学

小数の加法、除法の計算
の仕方
他 に 必 要 な 情 報 を 判 断
し、特定して単位量当た
りの大きさを求めること

比例の式の増加量を求める
こと
一次関数の式から変化の割
合を求めること

課題のある内容
教科 小６ 中３

国語
ローマ字の書き方・読み方
目的に応じて、複数の本
や文章などを選んで読む
こと

本や文章などから必要な情
報を読み取り、根拠を明確に
して自分の考えを書くこと

算数
数学

示された式に数値を当て
はめ、数値を求めること
乗法や除法の式の意味を
解釈すること

円錐と円柱の関係を理解し
た体積の求め方
与えられた情報から必要な
情報を選択し、数学的に表現
をすること

◆過去の調査との比較
平成25年（小６）と平成28年現在（中３）の平均正答率を全道・全国のそれ
ぞれの平均正答率と比較したものです。

↘下回っている　→概ね同様　↗上回っている

全道との比較 全国との比較
H25（小６） H28（中３） H25（小６） H28（中３）

国語（知識） ↘ ↗ ↘ ↗
国語（活用） ↘ ↘ ↗ ↘
算数・数学
（知識） ↘ ↗ ↘ ↗

算数・数学
（活用） ↘ ↘ ↘ ↘

朝食を毎日食べている
小６ 中３

幕別町 92.4％ 93.9％

全道 94.0％ 92.5％

全国 95.5％ 93.3％

人の役に立つ人間になりたいと思う
小６ 中３

幕別町 97.3％ 90.9％
全道 93.2％ 92.5％
全国 93.8％ 92.8％

国語の勉強が好き
小６ 中３

幕別町 69.5％ 78.3％

全道 58.5％ 62.4％

全国 58.3％ 59.8％

家の人と学校での出来事に
ついて話をする

小６ 中３
幕別町 71.3％ 77.1％

全道 77.2％ 74.2％
全国 79.2％ 74.1％

算数（数学）の勉強が好き
小６ 中３

幕別町 75.4％ 66％

全道 64.1％ 52.9％

全国 66％ 56％

◆生活習慣や学習環境に関する
調査結果（主なもの）
質問に対し、「当てはまる」「どちらかとい
えばあてはまる」と回答した児童生徒の
割合です。

平
成
28
年
度 

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
結
果

台風７号・10号による被害状況の概要
11月４日㊎に開催された第２回町議会臨時会で、８月に町を襲った台風７号（８月17日㊌）、10号（８月30日㊋）による被害状
況の行政報告がありました。※10月31日現在の状況です。

台風被害による支援策の概要
▶町災害見舞金
　１世帯あたり10万円（床上浸水以上）

▶住宅の応急処理制度
　台風10号で大規模半壊、半壊した住宅の応急修理にか　

かる費用の一部を助成

▶災害援護資金の貸し付け
　災害により、負傷または住宅・家財に損害を受けた方に
　生活再建に必要な資金を貸し付け

▶これまで実施済みの支援策
・ 災害廃棄物の収集　　
・ 家屋（屋内、床下）及び敷地消毒
・ 無料し尿収集（１回）
・ 仮説トイレの設置
・ 生活必需品の配布
・ ボランテァセンター開設（町社会福祉協議会）
・ 住宅及び事務所等の被害調査
・ 被災農地の被害調査

住　宅 店舗・事務所 計
全　　壊 ７件 ー ７件

大規模半壊 ６件 ２件 ８件
半　　壊 20件 12件 32件
一部損壊 ー ７件 ７件
床下浸水 18件 ３件 21件
合　　計 51件 24件 75件

▶住宅等の被害状況

台　風 倒伏被害 冠水被害 計

7 号 350.2ha 19.1ha 369.3ha
10 号 ー 290.2ha 290.2ha

▶農業の被害状況

・ 停電による生乳被害（７号）　950㎏廃棄
・ 農業施設被害（７号、10号）　
　明渠排水路、南勢牧場内管理用道路など100か所程度

営農施設

農作物

台　風 ビニール
ハウス

車庫・倉庫
・牛舎 計

7 号 15棟 22棟 37棟
▶商工業の被害状況

・ 強風被害（７号）…１事業所
・ 浸水被害（10号）…15事業所

▶宿泊業の被害状況
・ ３事業所（10号）　
　宿泊キャンセル401人、宴会・食事キャンセル130人

▶道路の被害状況
・ 町道39路線51か所（21か所復旧完了）

▶公園の被害状況
・ 札内川河川緑地

サッカー場、野球場、パークゴルフ「はらっぱ36」など　
の河川緑地全体

▶減免制度など
　・ 町税の減免
　　固定資産税、個人住民税・道税をそれぞれ被災した家屋

　の損害、住宅の損害の程度および前年所得金額に応じ
　て減免

　・ 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
　介護保険サービス利用者負担額の減免

　　被災した住宅の損害の程度および前年所得金額に応じ
　て減免

　・ 国民年金保険料の特例免除
　　被災により納付が困難な場合、申請により保険料が全

　額免除となり、免除された期間は受取年金額も減額　
　　（大きな被害を受けた財産の損害の２分の１以上が対象）
　・ 水道料の助成
　　家屋や敷地内の清掃等に要すると見込まれる使用料を助成
　・ 給水装置工事に係る手数料等の助成
　　被災を受けた建築物の建替え等のため、給水装置工事

　の申込み手数料等を助成
　・ 建築確認申請手数料等の減免
　　被災を受けた建築物の建替え等のため、建築確認申請

　等の手数料を減免
　※上記減免制度の適用は、り災証明書が必要です。

今回の台風で大きな被害を受けられた方に、次のとおり支援策が進められています。
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幕別消防署からのお知らせ
年末焼死事故防止運動が始まります

年の瀬が近づき、火を使うことが多くなります。各家庭での防火の備えと点検を
行い、火の元・取扱いには十分気を付けましょう。
町内の平成28年中の火災件数（11月現在）は10件で、そのうち建物火災は２件でし
た（焼死火災は０件）。全国では平成27年中に建物火災は22,197件発生し、そのう
ち54％（12,097件）は住宅火災でした。住宅火災による死者（放火自殺者を除く）は
914人で、うち66％（611人）が65歳以上の高齢者です。
▶住宅火災予防するために

出火原因の多くは「こんろ」「たばこ」「ストーブ」です。
【住宅火災を防ぐ習慣】

①寝たばこは絶対にしない。　②こんろ使用中は離れない。離れる際は火を消す。
③ストーブ等の暖房器具の周りに燃えやすいものを置かない。　

【火災対策】
①逃げ遅れを防ぐため「住宅用火災警報器」を設置する。設置済みの家庭は定期
的に作動確認をする。
②寝具、衣類、カーテン等は防炎製品を使用する。
③火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器を設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るため公区や地域内で協力体制を作る。

▶サイレン吹
す い め い

鳴と消防団巡視を行います
歳末火災予防運動に伴い、町内の防火を目的とした啓蒙活動としてサイレンを
吹鳴し、消防団員が町内巡視を行います。
12月24日㊏～12月28日㊌　午後８時　　 幕別消防署（☎ 54-2434）

12月の
人権相談・行政相談

▶人権相談（幕別会場）
人権擁護委員：
桐山武博さん、赤石裕元さん
12月７日㊌  午後１時～午後３時
町民会館
住民生活課住民活動支援係

　（☎ 54-6602）
▶行政相談（幕別会場）

行政相談委員：松本茂敏さん
12月21日㊌  午後１時～午後３時
町民会館
新町・松本茂敏さん（☎ 54-5267）

南勢牧場の生牧草を
売り払います

肥培管理された生牧草を売り払います。
▶売渡期間

契約日～平成29年10月31日㊋
（単年契約）
１haあたり５万円
町内家畜飼養農家
生牧草（チモシー20％、オーチャー
ド 8 0 ％ ）Ａ 団 地 4 . 4 4 h a 、Ｂ 団 地
3.84ha、Ｃ団地3.3ha
12月28日㊌まで

【説明会・抽選会】
平成29年１月13日㊎　午前10時
役場２階Ａ会議室
※詳細はお問い合わせください。

・ 農林課牧場係（☎ 54-6605）

中小企業退職金共済制度加入促進補助金のご案内

中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構中退共事業本部）、北海道中
小企業従業員退職金共済制度（北海道商工会連合会）の加入を促進し、中小企業に
就業する従業員の福祉向上と雇用の安定化、中小企業の振興を目的として補助金
を交付します。
▶対象者 ※①～③いずれも満たすこと
①町内に本店となる事業所を有する事業主　②町税等を完納している方
③退職金共済制度に加入し、共済掛金を納付した事業主
▶補助金の額
従業員（被共済者）の加入月から36か月を限度とし、被共済者一人につき１か月の
共済掛金納付額（国等の助成金額を除く）の２分の１（月額1,000円を限度）
※詳細はお問い合わせください。

・ 商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）／幕別町商工会（☎ 54-2703）
　幕別町農民同盟（☎ 54-4122）

平成29年度建築技術職員採用資格試験
◆採用予定職種、採用人数　建築技術職員１人
◆受験資格
① 昭和51年４月２日以降に生まれた方
②一級建築士の資格を有する方
③普通自動車運転免許を取得、または平成29年３月末日ま

でに取得見込みの方
④日本国籍を有し、地方公務員法第16条の各号に該当しない方
◆試験方法　一次試験…論文試験、最終試験…面接試験
◆一次試験日・場所　平成29年１月22日㊐　幕別町役場
◆合格から採用まで
　一次試験合格者のみ面接試験を実施します。後日行う健

康診断などにより最終試験合格者の採否を決定します。
◆採用予定日　平成29年４月１日

◆申込書の入手方法
①総務課に直接または郵便で請求できます。郵便で請求す

る場合は、封筒の表に「試験申込書請求」「建築技術職」と
朱書きし、あて先を明記して120円切手を貼った返信用
封筒（A4用紙が折らずに入るもの）を同封してください。

②町ホームページから様式をプリントアウトできます。A4
用紙に両面印刷してください。

　（トップページ＞新着情報＞平成29年度建築技術職員採
用資格試験）

◆申込書受付期間
　12月26日㊊～平成29年１月13日㊎　※当日消印有効

・ 総務課総務係
　（〒089-0692幕別町本町130番地１・☎ 54-6608）

小規模特認校  途別小学校で学びませんか？
小規模特認校制度とは、小規模校の特色を生かした環境で子
どもに教育を受けさせたいと希望する場合、通学区域外に住
んでいても「途別小学校」に入学・転学ができる制度です。
◆途別小学校の教育の特徴　
　少人数指導によるきめ細かなサポートと、伝統の田植え、

稲刈り、野菜の収穫などを行い、豊かな心を育みます。
◆在籍人数と募集人数（平成29年度）

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

在籍人数 ７人
（０人）

３人
（０人）

３人
（３人）

３人
（１人）

１人
（０人）

４人
（２人）

募集人数 １人 ３人 ２人 １人 ５人 ２人
※（　）内の数字は小規模特認校制度の利用者数

◆申し込み条件　　町内在住の児童
※町外から申し込む場合は本町への転入が条件となります。

◆申し込み方法　※申込書は提出先で配布しています。
　申し込みは随時受け付けています。在学中の児童は在学

中の小学校に、新入学児童は教育委員会、忠類総合支所、
札内支所のいずれかに申込書を提出してください。

◆転入学の決定　平成29年１月中旬に保護者へ連絡し
ます。募集定員を超える場合は抽選となります。

　※学校見学は途別小学校にお問い合わせください。
・ 教育委員会学校教育課（☎ 54-2006）・途別小学校

（☎ 56-5426）
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